
滋賀県知事　　三日月　大造

１　処分の原因となった事実

　　建設業法第12条（第17条において準用する場合を含む。）の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５号に該当する。

２　建設業の許可の全部を取り消したもの

商号または
名称

代表者 主たる営業所の所在地 許可番号

R7.10.10 梅本建設工業 梅本　尚志 大津市和邇高城324-4
（般ー４）
第１３４１５号

建・大・屋・タ・内

R7.10.10 奥村通信建設（株） 奥村　博道 東近江市蛇溝町234
（般ー４）
第４０３０８号

通

R7.10.10 ＤＫＡ設備工業 谷川　大輝 甲賀市甲南町耕心4-1035-163
（般ー６）
第３１５４８号

管・消

R7.10.14 （株）ホクショウ 北尾　章 栗東市下鈎1195-76
（般ー６）
第２２８６５号

大

R7.10.14 森建設 森　晃市 草津市矢橋町192-1
（般ー６）
第２３３０５号

と

R7.10.14 ごとう電気 後藤　貞夫 高島市新旭町太田1043-1
（般ー７）
第８０４４５号

電・管・消

R7.10.14
（株）エスワンテク
ト

曽根　孝 高島市マキノ町沢1925-2
（般ー４）
第８０７５６号

と

　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり建設業者の許可を取り消したので、同法第29条の５第１項の規定により
公告する。

処分年月日

処分を受けた者
取り消した
建設業の種類

令和7年11月25日



３　建設業の許可の一部を取り消したもの

商号または
名称

代表者 主たる営業所の所在地 許可番号

R7.10.1 （株）エムズ 盛　竜也 長浜市平方町248
（般－４）
第６１５８１号

土・石・鋼・舗・しゅ

R7.10.1 （株）武藤造園 武藤　嘉辰 東近江市きぬがさ町1316
（般－５）
第４２３６６号

解

R7.10.7 （株）松栄工業 吉松　高洋 甲賀市信楽町長野1048-6
（般―３）
第３０７５２号

建・管・園

取り消した
建設業の種類

処分年月日

処分を受けた者


